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調（検）査にかかる費用の算出基準は有り
ますか

調（検）査費用の算出基準は有りません。また、建築物の用途・規模等により必要な調（検）査が異なる
為、個別に所有(管理）者と調（検）査者との契約になります。

報告書提出の案内が届いていないので報告
をしなくてもよいのですか

建築基準法で、報告対象の建築物の所有（管理）者に報告義務があり、「案内の有無」は、「報告義務の
有無」とは別です。所有（管理）している建築物が定期報告の対象（用途・規模）であり、かつ、報告の
年度にあたっていれば定期報告をする必要があります。

一財）なら建築住宅センターが行う実務者

講習を受けないと定期報告の調（検）査・
報告はできないのか

有資格者であれば実務者講習を受けていなくても調（検）査・報告はできます。
当センターが行う講習会は、定期報告の調査（検査）資格者に向けて、定期報告業務についての知識及び
技術の研鑽、法改正など情報等を習得していただくために講習会を開催しています。

定期報告に関するQ＆A　　　

質　問 回　答

定期報告とは何ですか 不特定多数の人が利用する建築物等について、その劣化損傷の状況や、防災上の問題点を把握するために
調査を行い、その結果を報告する制度です。報告対象となる建築物の所有(管理）者が、専門知識を有す
る定期報告の調（検）査資格者に調（検）査をしてもらい、その結果を特定行政庁に報告します。この制
度は建築基準法第12条第1項及び第3項で定められています。

定期報告をおこたるとどうなりますか 定期報告は、建築基準法に基づく制度であり、定期報告をおこたることは法律違反となります。また、必
要な時に必要な設備が作動しない、非常時に円滑に避難が出来ない等により人命に危害を及ぼすこともあ
ります。

報告をしなかった場合に罰則は有りますか 建築基準法第101条で「報告をせず、又は虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金」と記述がありま
す。

誰でも調（検）査できますか 調（検）査は専門知識を要するため、一級建築士、二級建築士、国土交通大臣から資格者証の交付を受け
ている者が調（検）査を行うよう建築基準法で定められています。

案内が届いたが、いつまでに報告をしなけ
ればいけないのですか。また、調（検）査
はいつ頃行えばよいのですか

定期報告の報告期限は毎年４月１日～12月25日です。また、報告にかかる調（検）査は、報告日の60
日以内に行われたものと特定行政庁（奈良市・橿原市・生駒市）の規則で定められています。

当センターから発送する案内文書・再度の
案内文書、特庁からの督促状について

・案内文書→例年7月末ごろ特定行政庁からのデーターに基づき、当センターから所有（管理）者に、定
期報告書提出のご案内の文書を送付しています。
・再度の案内文書→例年11月中ごろ当センターから所有（管理）者に、定期報告書の提出期限
（12/25）が近づいているので、再度のご案内の文書を送付しています。
・督促状→例年翌1月中ごろ提出期限の12/25が過ぎて未提出の建物に、特定行政庁から所有（管理）
者に定期報告提出の督促状が送付されます。

新築された物件は、いつから定期報告の対
象になるのですか

建物の用途、建設地や検査済証の交付年月日により異なります。3市特定行政庁又は当センターにお問い
合わせください。

建築士に調査を依頼したいが事務所に所属
していない。報告は可能ですか

報酬が発生すれば建築士法に抵触する恐れがあります。無報酬であれば調査・報告は可能です。その場合
報告書にその旨を記入してください。

定期調（検）査報告書の様式はどうすれば
手に入りますか

３市特定行政庁で使用できる専用の様式は、当センターのＨＰからダウンロードできます。使用に当たっ
ては最新の様式をご利用下さい。

報告書様式で３市特定行政庁専用の様式
は、奈良県に提出する報告書にも使用でき
ますか

３市特定行政庁の専用の様式は、奈良県に提出する報告書をはじめ他府県に提出する報告書にも使用でき
ません。

報告書の様式が改訂されてますが、旧様式
を使えますか

当センターのHPから最新版の様式をダウンロードをして使ってください。ただし、経過処置として当分
の間、旧様式でも可能とします。

定期報告書は何処に提出すれば良いのです
か

３市特定行政庁が所管する区域の定期報告書は、当センターが窓口です。なおそれ以外の奈良県が所管す
る区域の定期報告書は奈良県建築課にお問い合わせください。

（一財）なら建築住宅センターの支援サー
ビスについて教えてください

平成27年度まで当センターが独自で実施してきた定期報告に係る助言等の名称を平成28年度から「支援
サービス」に改め調査者等の皆様が当該「支援サービス」をご利用いただくか否かを選択できるようにし
ました。
　＊「支援サービス」をご利用いただく場合は以下の通りです。
　　①郵送による受付が可能
　　②報告書の作成助言
　　③内容審査（記載内容や添付図書の助言等によりピアチェック）
　　④センター受付印押印
　　⑤受付後の報告書第一面のコピー付与
　　⑥特定行政庁からの補正通知の受け取り
　　⑦特定行政庁の補正通知を調（検）査者に連絡、訂正助言等
　　⑧郵送により調（検）査者に受理通知書の交付
　　⑨郵送により調（検）査者に副本及び定期報告済証（ワッペン）の交付
　　⑩調査・検査内容のアドバイス・相談
　　⑪建築物の維持保全のためのアドバイス
　　　（「建物もあなたと同じ健康診断」の冊子を提供）
　＊支援サービスをご利用いただけない場合
　　上記の①～⑪の内、④・⑤を除きこれらのサービスは一切受けられま
　　せん。
　　　　＜詳しくは当センターのHPで確認してください。＞

調（検）査をする業者を紹介してほしい 業者様を紹介することは、出来ません。「なら建築安全支援協会会員名簿」、「建築物調査資格者・建築
設備検査資格者・防火設備検査資格者登録名簿」から調（検）査者を選んでいただく方法もあります。

赤字は令和5年度に更新した部分

凡例　：　 3市特定行政庁・・・奈良市、橿原市、生駒市の事
所有（管理）・・・・・・・・・・・・・・所有又は管理の事
調（検）査・・・・・・・・・・・・・・・・調査又は検査の事
当センター・・・（一財）なら建築住宅センターの事
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定期報告書提出の際センターの支援サービ
スを利用する場合、支援サービス手数料は
いくらですか

定期報告書の作成助言や受理通知書・副本等の郵送で返却等を行うサービスを利用される場合は、支援
サービス手数料が必要です。詳しくは当センターのHPで確認してください。

報告書を郵送で提出する場合、支援サービ
ス手数料の支払いはどうすればよいのか

以下のどちらかの方法からお選びいただけます。
1．事前に指定の口座にお振込みいただき、振込書控えのコピーを定期報告書と一緒に当センターに郵送
してください。
2．受付審査終了後、当センターから請求書を送付いたしますので、指定の口座にお振込みください。

毎年報告の建物で、前回調査・検査以後
6ヶ月以上の間隔をあける必要があるのか

３市特定行政庁では、その取り決めはないが、調査・検査に劣化・損傷の項目が多数あることから適当な
間隔をあけることが望ましい。

調査項目で既存不適格扱いが出来る基準の
年月について

4（1）  ＥＬＶ扉の遮煙性能    - H14.6から施行
4（25）特定天井　　　　　　 -Ｈ26.4　　〃
4（28）危害防止機構      　    -Ｈ17.12　 〃
4（42）吹付け石綿の含有量　 -Ｈ18.9　　〃
5（13）階段の手すりの設置　 -Ｈ12.6　　〃
5（38）非常用照明の設置   　 -Ｓ46.1　　〃

「定期調（検）査報告について（ご案
内）」文書の下段の「定期報告案内に対す
る変更等連絡票」の連絡を要する内容につ
いて、前回報告の指摘事項の改善状況も含
みますか

改善状況について、連絡票での連絡は不要です。今回の報告書で改善状況を反映してください。

特定建築物・建築設備・防火設備の各報告
書第一面の報告者氏名及び調（検）査者氏
名欄の押印は不要ですか

令和3年1月1日から報告者及び調（検）査
者の押印は不要になったが、報告者が押印
を希望している。押印をして報告するのは
可能か

令和2年国土交通省令第98号により、令和3年1月1日から報告者及び調（検）査者の押印は不要になり
ました。

押印をして報告されるのは可能です。

報告対象と思われる建物で、報告について
の（ご案内）文書が届いていない。また、
報告をする場合、台帳番号欄はどう書くの
か

当該建物の建築履歴を調べて、報告対象か否かを特定行政庁又は当センターで確認をしてください。ま
た、台帳番号は空欄で提出していただければ、提出時に当センターで採番します。

医療機関の定期報告で、新型コロナウイル
ス感染症受け入れ施設のため、立ち入り禁
止のエリアがある。報告はどうするのか。

3市特定行政庁は、個々に対応をしておりますので直接お問い合わせください。
（令和2年2月28日付け国土交通省事務連絡の概略　定期調査・検査報告について、一定期間の期限の延
期や猶予等適切な対応）

障害者施設で、新型コロナウイルス感染症
対策のため、入館制限がある。そのため調
（検）査・報告が出来ない。どうすればい
いのか。

3市特定行政庁は、個々に対応をしておりますので直接お問い合わせください。
（令和2年2月28日付け国土交通省事務連絡の概略　定期調査・検査報告について、一定期間の期限の延
期や猶予等適切な対応）

報告書の様式で共同住宅の場合、3年前に
提出した様式での報告は、可能か

空きテナント室の調（検）査と報告の要否
について

テナントが決まっていなくても調（検）査と報告は必要です。

支援サービス利用の場合、受理通知書・副
本等の返却の送料、又は返信用封筒は必要
ですか

支援サービス手数料に返却の送料は含んでいます。追加費用・返信用封筒は、不要です。

支援サービス利用で報告する場合、報告書
提出までの手順について

以下の手順で報告書を作成して提出してください。
1．当センターのホームページから「支援サービス利用確認票及び報告作成用エクセルファイル使用願」
をダウンロードして該当部分を記入し当センターへＦＡＸしてください。
2．当センターで内容が確認できた方に、各様式の使用に必要なパスワードをＦＡＸでお知らせします。
3．当センターのホームページの「様式一覧」より様式Ａ～Ｃ（マクロ機能あり）をダウンロードし、パ
スワードを入力して報告書を使用してください。
4．報告書は、当センターの窓口へご持参又は郵送で提出してください。
　　　注：詳しくは当センターのホームページでご確認ください。

奈良県が建物用途による報告年度の固定化
を進めているが、3市特定行政庁も同じで
すか

生駒市は既に固定化を行っています。奈良市・橿原市について固定化の計画はなく、従来通り報告年度に
はズレがあります。

令和5年度の改正はなにですか 令和5.4.1より、建築基準法施行令第14条の2第2号他の改正で、特定行政庁が事務所等で定期報告の対
象として指定できる範囲を、「階数が5以上で延べ面積が1000㎡超」から「階数が3階以上で延べ面積
が200㎡超」に拡大された。ただし、現在奈良県内は、拡大前の「階数が5以上で延べ面積が1000㎡
超」が報告対象で変更はありません。

報告書第3面1-ホ（防火設備の検査）欄の
書き方について

（奈良県内で防火設備の報告開始は、Ｈ30年度からです。）
1.報告履歴が有る　　　　　　　　　　→☑実施と（　）内に報告年月日を記入

2.建物用途・規模が報告対象で報告履歴が無い→☑未実施

3.建物用途・規模が報告対象で防火設備が無い→☑設置無し

4.建物用途・規模が報告対象外　　　　　　　→空欄で報告

経過処置として改訂前の旧様式による報告は、「当分の間、取り繕って使用することができる」となって
いますが、3年前からだと数回の改訂があります。当センターのHPから最新版の様式をダウンロードを
して使ってください。

赤字は令和5年度に更新した部分

凡例　：　 3市特定行政庁・・・奈良市、橿原市、生駒市の事
所有（管理）・・・・・・・・・・・・・・所有又は管理の事
調（検）査・・・・・・・・・・・・・・・・調査又は検査の事
当センター・・・（一財）なら建築住宅センターの事
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結果表「その他確認事項」欄の書き方につ
いて

換気設備で換気扇が故障の場合、結果表の
どれに該当するのか

換気扇の故障は、1（9）又は、2（13）の換気量不足としてください。

結果表５（13）で、PH階のELV機械室に
つながる階段の手すりは適用するのか

結果表5（13）手摺の設置の状況で、建築基準法施行令第25条の階段の手すりは、同第27条で昇降機
機械室用階段は適用されない。

換気設備で別表１「法第28条第2項又は第
3項に基づき換気設備が設けられた居室
（換気設備を設けるべき調理室等を除
く。）の換気状況評価表」を添付するケー
スはどんな場合ですか

建築設備報告書に図面の添付は必要か

結果表4（15）長屋・共同住宅の各戸の界壁で要是正と判定してください。

結果表4（1）～（5）防火区画と4
（26）～（33）防火設備の調査の仕方に
ついて

4（1）～（5）防火区画の壁と床について調査してください。
　4（1）：竪穴区画について（竪穴区画を構成するＥＶ扉の遮炎性能も含む）
　4（2）：面積区画について
　4（3）：異種用途区画について
　4（４）・（5）：竪穴区画又は面積区画の接する外壁部分の状況について

4（26）～（33）防火設備（防火扉・防火シャッターその他これらに類するものに限る）について調査
してください。
　4（26）・（27）・（29）：常閉・常開防火設備について
　4（28）：常閉防火設備について（常開防火設備については別途防火設備
   　　　　　報告書で行う）
　4（30）～（33）：常閉防火設備について

非常用照明の予備電源が自家発単独で即時
点灯型でない場合、既存不適格扱いが出来
るのはいつ以前の確認ですか

H12年6月12日に予備電源は、蓄電池と自家発を組み合わせたもの（即時点灯型）になりました。それ
以前の自家発単独の予備電源は、既存不適格扱いが出来ます。

令和5年度の改正はなにですか 令和5.4.1より、建築基準法施行令第14条の2第2号他の改正に伴い、R5国土交通省告示第207号によ
り、H20告示第282号に「小規模民間事務所等」の文言が追加された。ただし、現在奈良県内は、報告
対象等に変更はありません。

某住宅メーカーの共同住宅の界壁で施工不
良の判定が出ている。改修は未施工。結果
表ではどう書くのか

排煙設備の「３年に一度の排煙口の風量測
定」で、今回測定をしない場合の結果表、
別表３及び「3年以内ごとに行う検査項目
の実施状況表」の書き方について

・排煙設備の結果表　1（18）排煙口の排煙風量は、対象外項目にマークをする。
・別表3は、２排煙口の各欄に○○年度測定済み、又は○○年度測定予定等を記入する。

・「3年以内ごとに行う検査項目の実施状況表」は、排煙設備1（18）排煙口の排煙風量欄の　☑実施せ

ずにマークをする。

報告書第3面4欄で耐震診断の要否の基準
日はいつですか

Ｓ56年5月31日以前の確認日の建物は、旧耐震基準です。同6月1日以後の確認日の建物は、一つの判
断基準として新耐震基準で設計されており耐震診断不要とできます。

同じ指摘事項（外壁のクラック、非常用照
明の不点灯等）が多数ある場合結果図の書
き方と写真の添付枚数は、どうするのです
か

結果図には出来る限り表現してください。又、写真については、代表の数枚で可能です。

調査項目2（11）で外壁の全面的にテスト
ハンマーによる打診に替わる方法はありま
すか

テストハンマーによる全面打診以外に赤外線調査があります。又、H30年5月23日国交省から技術的助
言で、有機系接着剤張り工法による外壁タイルの調査方法として「引張接着試験」があります。

別表１を添付するのは、報告書第二面５－イ（無窓居室）、または５－ハ（劇場・集会所等の居室）があ
る場合です。

排煙設備の検査項目の風道、非常用照明設
備の検査項目の配線で「隠蔽部分及び埋設
部分を除く」とあるが、天井内及びダクト
スペース内は、隠蔽部分とみなしてよい
か。又、低天井の点検口から見える範囲の
点検として照明器具や仕上げ材を外してま
では見なくて良いことか。

点検口から確認できる範囲の検査とし、照明器具や仕上げ材を外してまではしなくて良い。又、点検口の
無い天井内、ダクトスペースは隠蔽部分とします。点検口がある場合は、そこから目視できる範囲の検査
とします。
　＜H29/11　3市特定行政庁の回答より＞

換気設備で「別表１の換気状況評価表」の
必要換気量欄と換気状況の評価欄の書き方
について

・必要換気量欄は、各居室の床面積と室の使用用途による一人当たりの占有面積から算定し、換気状況の
評価欄に測定風量を記入し判定をしてください。
・換気状況の評価欄に、在室者がほぼ設計定員の状態で還気（又は排気）の二酸化炭素含有率の測定値を
記入し、1000ppm以下であること又は還気と外気の二酸化炭素含有率の差が650ppm以下であること
で判定をしてください。この方法で判定をする場合、必要換気量欄の記入は無くてもよい。
　　注：詳細は、「建築設備定期検査業務基準書2016年版 p96 1（9）各室
　　　　の換気量」参照

結果表3　屋上及び屋根で調査が不可（階
段・タラップが無く高所のため）の場合の
判定について

調査かできない場合要是正として報告してください。

（令和２年度告示改正により新たに記入欄が追加されました。法第12条第3項の規定による検査を要す
る随時閉鎖又は作動ができる防火設備の有無等を記入します。）

1.建物用途・規模が報告対象で防火設備が有る →☑有と（　）内に設置されて

        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いる階を記入

2.建物用途・規模が報告対象で防火設備が無い →☑無

3.建物用途・規模が報告対象外　　　　　　 　→空欄で報告

建築設備報告書に図面の添付は求めていません。添付されることは可能です。

令和3年度の改正はなにですか R4.1.1より調査項目4（36）、（37）で「警報設備」が追加されました。

令和4年度の改正はなにですか R4.4.1より調査項目2（11）の外壁調査方法として、無人航空機（ドローン）による赤外線調査が明確
化されました。又R5.1.1より調査項目5（15）の調査方法・判定基準で木造屋外階段が追加されまし
た。

赤字は令和5年度に更新した部分

凡例　：　 3市特定行政庁・・・奈良市、橿原市、生駒市の事
所有（管理）・・・・・・・・・・・・・・所有又は管理の事
調（検）査・・・・・・・・・・・・・・・・調査又は検査の事
当センター・・・（一財）なら建築住宅センターの事
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防火設備 防火設備の報告はいつから始まったのですか奈良県内で防火設備の報告開始は、Ｈ30年度からです。

2

防火設備の報告書提出の案内について、特
定建築物又は建築設備と同様に送ってくれ
るのですか

14

「3年以内ごと---」のページについて、
法令による様式ですか

法令による様式ではなく、奈良県下の特定行政庁において建築基準法施行細則に規定する「知事（市長）
が必要と認めた書類」と位置付けＨ21年度より添付を求めています。

「3年以内ごと---」のページで、3年間の
サイクルはどうして決まるのですか

3年間のサイクルは、建物の竣工年度及び法改正の場合は運用開始の年度で決まります。平成19年度以
前の竣工は令和3年～令和5年の3年です。次のサイクルは令和６年度～令和８年度になります。又平成
20年度以後の竣工は当センターのＨＰ又は当センターの定期報告担当者にお問い合わせください。

当センターでは、Ｈ28年度から報告対象用途・規模の内、防火設備の有無をお尋ねして該当する場合、
報告書提出の案内を送っています。ただし、現在のところ十分なデーターがないため全ての建物に案内を
送ることはできませんが、案内の有無に関わらず報告対象建物は、報告して頂く必要があります。

防火設備の報告対象用途・規模は奈良県内
共通ですか

奈良県内共通です。なお、念のために奈良県が所管する区域については、は奈良県建築課にお問い合わせ
ください。

報告する設備が非常照明だけの場合、「3
年以内ごとに行う検査項目の年度別実施状
況表」は必要ですか

非常照明は「3年以内ごと---」の検査項目に該当しない為、添付不要です。
添付が必要になるのは、換気設備の検査項目1（9）、（10）、（16）から（21）と排煙設備の検査項
目1（18）、（19）、（37）、（38）に該当する場合です。

間仕切り変更等により、非常用照明設備が
設置されていない場合、報告はどうするの
か

結果表2（2）で、非常用照明設備が設置されていないため、照度不足として報告してください。

結果図の書き方で凡例は、統一された表現
が必要か（大阪は統一の形式と着色を求め
ている）

統一した凡例等は有りません。防火設備の設置されている箇所及び指摘事項（特記すべき事項を含む）の
あった箇所を明記（色付け等）してください。

防火設備の結果図の記入で、防火区画の位
置、連動制御器・感知器の位置等を記入す
る必要は有るのか

結果図には、防火設備の位置と指摘事項（特記すべき事項を含む）があればその内容を記入してくださ
い。

エスカレーター廻りの常開防火シャッター
の一部で常時閉鎖して使用している。常開
防火シャッターとして報告対象か

報告対象です。

防火設備の危害防止装置で、既存不適格の
場合の書き方について

・防火扉は、番号（4）を要是正と既存不適格にマーク
・防火ｼﾔｯﾀｰは、番号（10）～（14）を要是正と既存不適格にマーク
・耐火ｸﾛｽｽｸﾘｰﾝは、番号（7）～（11）を要是正と既存不適格にマーク

報告書第2面６－ロ（指摘の概要）欄の書
き方について

防火設備の種類＋検査番号＋区画の種類（竪穴区画、面積区画、異種用途区画、その他の区画）を記入し
てください。指摘の内容は記入不要です。
　記入例：防火扉（１）竪穴区画

報告書第１面４（検査による指摘の概要）
欄で指摘の内容は記入不要ですか

報告書様式の通り指摘の有無を記入し、指摘の内容は記入不要です。

報告書第2面５－ロ（防火設備）の防火扉
の枚数で、両開き扉・親子開き扉の場合、
1枚とするのか、2枚とするのか

報告書提出の案内文書で防火設備がある
が、対象防火設備が無い。どうするのか

案内文書の下段「定期報告案内に対する変更等連絡票」又は、当センターのホームページから同類様式を
ダウンロードしてその旨を記入して当センターにＦＡＸしてください。

両開き扉・親子開き扉は、1か所を1枚とカウントしてください。

H28年12月16日告示一部改正により、
非常用照明器具の予備電源がすべて内蔵型
の場合、検査項目２（３）「分岐回路の表
示」の判定はどうなるのか

予備電源内蔵の照明器具は、開閉器に非常用照明である旨の表示をしなくてもよいことから検査項目２
（３）は対象外項目とすることができる。

防火設備で危害防止装置の既存不適格扱い
が出来るのはいつか

平成17年12月以後の確認済みの建物は危害防止装置が必要で、それ以前の確認済みは既存不適格扱いが
出来ます。

非常用照明で照度測定する場所は何処です
か

照度測定する場所は、廊下、階段、非常用エレベーターホール及び居室の出入口等の避難行動上重要な場
所です。また、避難行動上重要となる部分のうち最も暗い部分の水平面において、低照度測定用照度計に
より測定してください。（器具の全数を測定する事ではない）

非常用照明の照度測定で、測定箇所数の定
めは有るのか

測定箇所数の定めはないが、検査者の判断で適切な箇所数を測定してください。

非常用照明の改正で「予備電源内蔵コンセ
ント型照明器具」とは何ですか

H28年12月16日告示一部改正　これまで新築時に設置されることを想定した仕様に加えて、既存の建
築物に後付けで容易に設置でき、かつ、特別な配線工事が不要な仕様を追加すること等の改正です。
　①予備電源内蔵コンセント型照明器具を追加
　②電気配線について、耐熱性の規定の適用はない
　③予備電源内蔵の照明器具は、開閉器に非常用照明である旨の表示をしな
　　くてもよい。

防火設備の定期報告とは何が対象か 感知器連動の防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャー等が対象で、常閉防火扉は
特定建築物の報告で調査してください。

R５.4.1より換気設備の結果表の判定基準で検査項目「１（1６）各居室の温度」が17度以上28度以下
を18度以上28度以下に、「1（19）各居室の一酸化炭素含有率」が10PPM以下を6PPM以下に改定
されました。なお、略称ビル管理法の基準は、令和3年12月に既に改定されています。

令和5年度の改正はなにですか

令和5.4.1より、建築基準法施行令第14条の2第2号他の改正に伴い、R5国土交通省告示第207号によ
り、H20告示第285号に「小規模民間事務所等」の文言が追加された。ただし、現在奈良県内は、報告
対象等に変更はありません。

令和5年度の改正はなにですか 令和5.4.1より、建築基準法施行令第14条の2第2号他の改正に伴い、R5国土交通省告示第207号によ
り、H28告示第723号に「小規模民間事務所等」の文言が追加された。ただし、現在奈良県内は、報告
対象等に変更はありません。

赤字は令和5年度に更新した部分

凡例　：　 3市特定行政庁・・・奈良市、橿原市、生駒市の事
所有（管理）・・・・・・・・・・・・・・所有又は管理の事
調（検）査・・・・・・・・・・・・・・・・調査又は検査の事
当センター・・・（一財）なら建築住宅センターの事


